
議 案 第 １ ４ 号  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。  

 

 

         平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ６ 日 提 出  

 

              亀 山 市 長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 

 

 



 

 

亀 山 市 条 例 第   号  

 

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ５ ８ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ３ 項 中 「 １ ４ 万 円 」 を 「 １ ６ 万 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項

中 「 １ ２ 万 円 」 を 「 １ ４ 万 円 」 に 改 め る 。  

 第２３条第１項中「第２４条の３７第１項」を「第２４条の３６」

に 改 め る 。  

第２６条中「１４万円」を「１６万円」に、「１２万円」を「１４

万 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２３

条 第 １ 項 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 適 用 区 分 ）  

２  改 正 後 の 亀 山 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 規 定 は 、 平 成 ２ ７ 年 度 以

後 の 年 度 分 の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て 適 用 し 、 平 成 ２ ６ 年 度 分 ま

で の 国 民 健 康 保 険 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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